
 

国立大学法人小樽商科大学大学評価実施規程 

 

（平成１３年７月２５日制定） 

 （目的） 

第１条 この規程は，国立大学法人小樽商科大学(以下「本学」という。）における教育研究

活動等の状況について自ら行う点検及び評価に基づく大学評価に関わる業務を行うこと

により，教育水準の向上と研究活動の活性化を図り，かつ，本学の理念及び社会的使命の

達成を積極的に推進することを目的とする。 

 （大学評価の種類） 

第２条 前条の大学評価の種類は，次のとおりとする。 

 (1) 自己評価（本学が自ら行う点検及び評価をいう。）  

 (2) 外部評価（自己評価の結果について本学の職員以外の者が行う検証をいう。） 

 (3) 認証評価（認証評価機関が行う評価をいう。） 

 （委員会等） 

第３条 本学に，次の各号に掲げる事項を審議するため，小樽商科大学大学評価委員会(以下

「委員会」という。）を置く。 

 (1) 自己評価及び外部評価の基本方針並びに実施基準等の策定に関すること。 

 (2) 外部評価を行う者の選考に関すること。 

 (3) 認証評価への対応に関すること。 

 (4) 自己評価及び外部評価に関する報告書の作成並びに公表に関すること。 

 (5) その他大学評価に関する必要な事項 

 （組織等） 

第４条 委員会は，次に掲げる委員をもって組織する。 

 (1) 理事（総務・財務担当） 

 (2) 理事（教育担当） 

  (3) 副学長 

 (4) 事務局長 

 (5) 各学科及びアントレプレナーシップ専攻から選出された教員 ７名 

 (6) 経営協議会の学長指名委員のうちから選出された教員 １名 

 （委員の任期） 

第５条 前条第５号の委員の任期は，２年とし，１年ごとにその半数を改選する。 

２  前項の委員に欠員が生じた場合は，これを補充し，その任期は，前任者の残任期間とす

る。 

 （委員長） 

第６条 委員会に委員長を置き，第４条第３号の副学長をもって充てる。 

２ 委員長は，委員会を招集し議長となる。 

３ 委員長に事故あるときは，委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。 

 （議事） 

第７条 委員会は，委員の３分の２以上の出席をもって成立する。 

２ 議事は，出席者の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長の決するところによる。 



 

 （委員以外の者の出席） 

第８条 委員会は，必要に応じて委員以外の者の出席を求め，意見を聴くことができる。 

 （専門部会） 

第９条 委員会に，専門職大学院の大学評価に関する必要な事項を審議するために専門職大

学院専門部会を置く。 

２ 前項の他，規程第３条に掲げる専門的事項を審議するため，必要に応じて委員会に専門

部会を置くことができる。 

 （自己評価の実施組織） 

第１０条 自己評価の実施組織は，各学科及びアントレプレナーシップ専攻，事務局，附属

図書館及び各種委員会等の学内組織（以下「自己評価実施主体」という。）とする。 

 （自己評価の実施事項） 

第１１条 自己評価の実施事項は，次に掲げるとおりとする。 

 (1) 大学の目的に関すること 

 (2) 教育研究組織（実施体制）に関すること 

 (3) 教育に関すること 

 (4) 学生支援に関すること 

 (5) 研究に関すること 

 (6) 社会との連携，国際交流等の推進に関すること 

 (7) 施設・設備に関すること 

 (8) 財務に関すること 

 (9) 管理運営に関すること 

 (10)情報公開等の推進に関すること 

 (11)安全管理に関すること 

 (12)その他委員会が必要と認めた事項 

２ 自己評価実施主体が行う自己評価の実施事項及び当該事項に関する評価項目は，学外の

意見を聴いて，委員会が定める。 

 （自己評価の実施等） 

第１２条 自己評価実施主体は，自己評価を定期的に行い，その結果を委員会に報告する。 

２ 委員会は，自己評価の結果について外部評価を実施するよう努めるとともに，自己評価

及び外部評価に関する報告書を作成し，学部・大学院合同教授会及び教育研究評議会の議

を経て，学長に提出する。 

３ 学長は，前項の報告書を公表する。 

４ 自己評価実施主体は，自己評価の結果，自ら改善を必要と判断したもの，又は委員会か

ら改善が必要と指摘されたものについては，その改善の方策を講ずるものとし，その結果

を委員会に報告する。 

 （事務） 

第１３条 委員会の事務は，企画戦略課が行う。 

   附 則 

１ この規程は，平成１３年８月１日から施行する。 

２ この規程施行後，第４条第４号及び第５号に規定する最初の委員である者の任期は，第



 

５条第１項の規定にかかわらず，委員の半数は平成１４年３月３１日までとし，他の半数

の委員は，平成１５年３月３１日までとする。 

３ 小樽商科大学自己点検・評価実施規程（平成４年１１月４日制定）は，廃止する。 

   附 則 

 この規程は，平成１６年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は，平成１７年２月７日から施行する。 

   附 則 

 この規程は，平成１９年４月１１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は，平成２４年５月３０日から施行する。 

   附 則 

 この規程は，平成２５年１０月１６日から施行する。 

   附 則 

 この規程は，平成２６年１０月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は，平成２７年４月１日から施行する。 

 


